
 

【法令に基づく許可、認可等を受けて行う埋立て等のうち、規則で定めるもの】 

（１） 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）に基づく土地改良事業 

（２） 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項又は第６条の２第１項の確認を 

受けて行う行為 

（３） 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１０条の２又は第３４条第２項（第４４条にお 

いて準用する場合を含む。）の許可を受けて行う行為 

（４） 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２４条の承認又は同法第３２条第１項若しくは 

第９１条第１項の許可を受けて行う行為 

（５） 農地法（昭和２７年法律第２２９号）第４条第１項又は第５条第１項の許可を受けて行 

う行為（当該許可に係る面積が３，０００平方メートル未満の場合（当該許可に係る土地

と一団と認められる土地の区域において、当該土地の埋立て等に係る工事に着手する日前

３年以内に埋立て等が行われ、又は行われている場合であって、当該既に行われ、又は行

われている埋立て等に係る面積との合計が３，０００平方メートル以上となる場合を除く。）

に限る。） 

（６） 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）に基づく土地区画整理事業又は同法第７

６条第１項の許可を受けて行う行為 

（７） 都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第５条第１項又は第６条第１項（これらの規定

を同法第３３条第４項において準用する場合を含む。）の許可を受けて行う行為 

（８） 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第１８条第１項の許可を受けて行う行為 

（９） 住宅地区改良法（昭和３５年法律第８４号）第９条第１項の許可を受けて行う行為 

（１０） 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第１２条第１項又は第

３０条第１項の許可を受けて行う行為 

（１１） 新住宅市街地開発法（昭和３８年法律第１３４号）に基づく新住宅市街地開発事業 

（１２） 河川法（昭和３９年法律第１６７号）第２０条の承認又は同法第２４条、第２６条第

１項、第２７条第１項、第５５条第１項、第５７条第１項、第５８条の４第１項若しくは

第５８条の６第１項の許可を受けて行う行為 

（１３） 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項又は第２項の許可を受けて

行う開発行為 

（１４） 都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）に基づく市街地再開発事業又は同法第６６



 

条第１項の許可を受けて行う行為 

（１５） 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第７条第

１項の許可を受けて行う行為 

（１６） 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１５条の２第１項の

許可を受けて行う開発行為 

（１７） 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭和５０年法

律第６７号）に基づく住宅街区整備事業又は同法第７条第１項、第２６条第１項若しくは

第６７条第１項の許可を受けて行う行為 

（１８） 農業用ため池の管理及び保全に関する法律（平成３１年法律第１７号）第８条第１項

の許可を受けて行う行為 

（１９） 滋賀県立自然公園条例（昭和４０年滋賀県条例第３０号）第１６条第３項の許可を受

けて行う行為 

（２０） 滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例（昭和４５年滋賀県条例第２４

号）第２条第１項の許可を受けて行う行為 

（２１） 滋賀県自然環境保全条例（昭和４８年滋賀県条例第４２号）第１４条第４項の許可を

受けて行う行為 

（２２） 滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例（平成４年滋賀県条例第１７号）第１１

条第１項又は第１２条第１項の許可を受けて行う行為 

（２３） 大津市風致地区内における建築等の規制に関する条例（平成１６年条例第５号）第２

条第１項の許可を受けて行う行為 

（２４） 大津市法定外道路及び普通河川等の管理に関する条例（平成１６年条例第５９号）第

５条第１項の承認又は同条例第７条第１項の許可を受けて行う行為 


